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全国農協乳業協会 会則 

制定 平成 27 年 11 月 12 日 

改正 平成 30 年 6 月 14 日 

改正 令和３年６月 17 日 

 

（名称） 

第 1 条  本協会は、全国農協乳業協会と称する。 

 

（事務所） 

第 2 条 本協会の事務所は、東京都渋谷区に置く。 

 

（目的） 

第 3 条  本協会は、会員である全国の農協乳業の相互連携を深めるとともに会員乳業

事業の一層の成長を図り、わが国酪農乳業の発展に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第 4 条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 乳業事業に係る人材の育成 

(2) 会員相互の連携の推進 

(3) 酪農乳業に関する情報の提供 

(4) その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員の資格） 

第 5 条 本協会の会員は、次に掲げる者とする。 

(1) 牛乳及び乳製品の製造又は販売を行っている者とする。 

   イ 農業協同組合又は農業協同組合連合会 

  ロ  農事組合法人 

    ハ イ及びロが構成員又は過半数以上の出資者となっている法人 

ニ  ただし、平成 27 年 9 月 30 日現在、一般社団法人全国農協乳業協会に加入 

 していた者については、この限りではない。 

 

（入会） 

第 6 条 本協会の会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、 

 役員会の承認を得るものとする。 
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（経費の負担） 

第 7 条 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、別に定め 

 る規則に基づいて会費を支払わなければならない。 

 

（任意退会） 

第 8 条 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会すること

ができる。 

 

（会員資格の喪失） 

第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す

る。 

(1) 第 7 条の支払い義務を２年以上履行しなかったとき。 

(2) 総会員が同意したとき。 

(3) 当該会員である団体が解散したとき。 

 

（役員の設置） 

第 10 条 本協会に次の役員を置く。 

(1) 理事 8 名以内 

(2)  監事 2 名以内 

2 理事のうち 1 名を会長とする。 

3  会長以外の理事のうち 3 名以内を副会長、1 名を業務担当理事とする。 

 

（役員の選任） 

第 11 条 理事および監事は、地域協議会の推薦を受けた当協会会員の代表者とし、総

会の決議によって選任する。 

2  会長、副会長、業務担当理事は役員会の決議によって、理事の中から選定する。 

 

（役員の職務） 

第 12 条 会長は、本協会を代表し、その業務を統括する。 

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるとき又は欠席のときは、その職務を

代行する。 

3 業務担当理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、本協会の業務を執行する。 

4  監事は、本協会の業務および財産の状況を監査し、監査報告を作成する。 

 

 

 



3 

 

（役員の任期） 

第 13 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（役員の解任） 

第 14 条 役員は、総会の決議によって解任することができる。 

 

（総会の開催） 

第 15 条 総会は、すべての会員をもって構成し、毎年度 6 月に開催する。ただし、 

必要があるときは臨時に開催できるものとする。 

    

(総会の招集) 

第 16 条 総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。 

2 総会の招集通知は、開催日の 2週間前までに発するものとする。 

 

（総会の権限） 

第 17 条 総会は、次の事項について決議する。 

(1) 会員の除名 

(2) 役員の選任又は解任 

(3) 事業報告及び収支計算書の承認 

(4) 会則の変更 

(5) 事業の変更 

(6) 解散及び財産の処分 

(7) 本協会の運営に関する重要事項 

 

（総会の議長） 

第 18 条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。 

 

（総会の決議） 

第 19 条 総会の決議は会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数 

をもって行う。 

2  第 17 条第 1 号、第 2 号、第 4 号及び第 6 号の決議は、前項にかかわらず、会

員の半数以上が出席し、総会員の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって

行う。  

3 総会に出席できない会員は、委任状の提出をもって総会の出席にかえることが

できる。 
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（総会議事録） 

第 20 条 総会の議事については、議事録を作成する。 

2 議長及び出席した会員のうちから総会において選出された議事録署名人 2 名以

上が、前項の議事録に記名押印する。 

 

（役員会） 

第 21 条 役員会は、理事をもって構成する。 

2 役員会の議長は会長がこれにあたる。  

3 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要

しない業務の執行に関し、議決する。 

4 役員会の決議は理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、同数の場合

は議長の裁決するところによる。但し、議長は役員会の議決に、加わる事が出来

ない。 

5 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、役員会

の決議があったものとみなす。 

6 役員会の議事については議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名

又は記名押印しなければならない。 

 

（顧問会議） 

第 22 条 会長は、本協会事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、製造 

  及び販売事業を推進する顧問会議をそれぞれ置くことができる。 

2 顧問は、専門的な知識を有する者のうちから、会長が委嘱する。 

3 顧問会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（事務局） 

第 23 条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

2 事務局には、事務局長を置く。 

3 事務局には、必要に応じて職員を置くことができる。  

 

（事業年度） 

第 24 条 本協会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第 25 条 本協会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日まで 

に会長が作成し、役員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も

同様とする。 
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（事業報告書及び決算） 

第 26 条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報  

告書、収支計算書を作成し、監事の監査を経て役員会及び総会の承認を得なけれ

ばならない。 

 

（委任） 

第 27 条 この会則に定めがない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 

 

 

  


